
安城市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和８年１月２０日 

 

安城市長 三 星 元 人 

 

安城市規則第１号 

 

安城市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則 

 

安城市職員の給与の支給等に関する規則（昭和４０年安城市規則第７号）の一部 

を次のように改正する。 

附則第１０項第１号ア中「終日に及ぶ」を「４時間」に、「教育委員会が定める

時間従事した」を「従事した時間が４時間程度の」に改め、同項第２号中「従事し

た時間」の次に「（就寝時間等を除く。）」を加え、同項第３号中「おいて従事し

た時間」の次に「（就寝時間等を除く。）」を、「及ぶ程度」の次に「（日中８時

間程度をいう。第５号において同じ。）」を加え、同項第４号中「４時間」を「３

時間」に改める。 

附則第１１項第２号中「７，５００円」を「８，０００円」に改め、同項第３号

中「４，２５０円」を「５，１００円」に改め、同項第４号中「３，０００円」を

「２，７００円」に改める。 

附則第１３項に次のただし書を加える。 

ただし、学級（特別支援学級を除く。）を担任する業務であって、学級経営及

び学級における生活指導又は教科指導を行うもの（学級を担任する者として行う

ものに限る。）を分掌する市費負担教員に係る義務教育等教員特別手当の額は、

同表に掲げる額に３，０００円を加算した額とする。 

附則別表を次のように改める。 

附則別表（附則第１３項関係） 

義務教育等教員特別手当 

単位 円 

職務の級 １級 ２級 

号給 月額 月額 



１ １，３００ １，４００

２ １，３００ １，４００

３ １，３００ １，４００

４ １，３００ １，４００

５ １，３００ １，６００

６ １，３００ １，６００

７ １，３００ １，６００

８ １，３００ １，６００

９ １，４００ １，７００

１０ １，４００ １，７００

１１ １，４００ １，７００

１２ １，４００ １，７００

１３ １，５００ １，７００

１４ １，５００ １，７００

１５ １，５００ １，７００

１６ １，５００ １，７００

１７ １，６００ １，８００

１８ １，６００ １，８００

１９ １，６００ １，８００

２０ １，６００ １，８００

２１ １，７００ １，９００

２２ １，７００ １，９００

２３ １，７００ １，９００

２４ １，７００ １，９００

２５ １，８００ ２，０００

２６ １，８００ ２，０００

２７ １，８００ ２，０００

２８ １，８００ ２，０００

２９ １，９００ ２，１００

３０ １，９００ ２，１００

３１ １，９００ ２，１００



３２ １，９００ ２，１００

３３ １，９００ ２，２００

３４ １，９００ ２，２００

３５ １，９００ ２，２００

３６ １，９００ ２，２００

３７ ２，０００ ２，３００

３８ ２，０００ ２，３００

３９ ２，０００ ２，３００

４０ ２，０００ ２，３００

４１ ２，２００ ２，４００

４２ ２，２００ ２，４００

４３ ２，２００ ２，４００

４４ ２，２００ ２，４００

４５ ２，２００ ２，６００

４６ ２，２００ ２，６００

４７ ２，２００ ２，６００

４８ ２，２００ ２，６００

４９ ２，３００ ２，６００

５０ ２，３００ ２，６００

５１ ２，３００ ２，６００

５２ ２，３００ ２，６００

５３ ２，４００ ２，８００

５４ ２，４００ ２，８００

５５ ２，４００ ２，８００

５６ ２，４００ ２，８００

５７ ２，４００ ３，０００

５８ ２，４００ ３，０００

５９ ２，４００ ３，０００

６０ ２，４００ ３，０００

６１ ２，５００ ３，２００

６２ ２，５００ ３，２００



６３ ２，５００ ３，２００

６４ ２，５００ ３，２００

６５ ２，６００ ３，３００

６６ ２，６００ ３，３００

６７ ２，６００ ３，３００

６８ ２，６００ ３，３００

６９ ２，６００ ３，４００

７０ ２，６００ ３，４００

７１ ２，６００ ３，４００

７２ ２，６００ ３，４００

７３ ２，７００ ３，５００

７４ ２，７００

７５ ２，７００

７６ ２，７００

７７ ２，８００

７８ ２，８００

７９ ２，８００

８０ ２，８００

８１ ２，８００

８２ ２，８００

８３ ２，８００

８４ ２，８００

８５ ２，８００

８６ ２，８００

８７ ２，８００

８８ ２，８００

８９ ２，９００

９０ ２，９００

９１ ２，９００

９２ ２，９００

９３ ３，０００



９４ ３，０００

９５ ３，０００

９６ ３，０００

９７ ３，１００

９８ ３，１００

９９ ３，１００

１００ ３，１００

１０１ ３，１００

１０２ ３，１００

１０３ ３，１００

１０４ ３，１００

１０５ ３，２００

１０６ ３，２００

１０７ ３，２００

１０８ ３，２００

１０９ ３，２００

１１０ ３，２００

１１１ ３，２００

１１２ ３，２００

１１３ ３，２００

１１４ ３，２００

１１５ ３，２００

１１６ ３，２００

１１７ ３，３００

１１８ ３，３００

１１９ ３，３００

１２０ ３，３００

１２１ ３，３００

１２２ ３，３００

１２３ ３，３００

１２４ ３，３００



１２５ ３，３００

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の附則第１０項及び附則第１１項の規定は令和８年１月１日以後に従事

した業務について、改正後の附則第１３項及び附則別表の規定はこの規則の施行

の日以後に支給される義務教育等教員特別手当について適用する。 

 


